
2024 年度からの指導者資格の変更について 

 

スポーツ庁による、スポーツ団体ガバナンスコード、に基づき、2024 年度からポイント制を廃止して

毎年更新となり、必ず全員毎年受講となります。準指導員資格は廃止されます。 

 

2023 年度 C 指導員講習会について 

〇新規準指導員取得希望の方の受講は可能です。満１８歳以上、初段以上ですが、変更により 

２０２４年度からは C指導員となり、１８歳以上、二段が必要となります。２０２４年と 

２０２５年で二段の取得が必要となります。 

教員の方は、全柔連登録が必要となり、C指導員となります。 

 

〇新規 C 指導員取得希望の方の受講は可能です。資格取得後は毎年更新講習会を受講することが必要

となります。１８歳以上、二段が必要となります。 

 

〇2023 年度末で指導者資格の期限が切れる方、再有効化を希望する方は、必ず 1 月 20 日・21 日の 

講習会を受講し、必ず A・B 指導員は合計１０ポイントに、C 指導員は合計６ポイントになるように

講習会を受講して下さい。 

  なお、各個人の未提出のポイントがあれば、必ず１２月２５日(月)１４：００までに府柔連事務局へ

証明する書類を送付して下さい（できない場合、ポイントは反映されません）。それ以降の対応は一

切できません。 

 


